
（別紙）ドブネズミの駆除（７．(2)②オ．）に係る令和5年度以降の分担とスケジュール（改訂）
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計画策定 根絶に向けた計画の作成（向島）※済 環境省 R4.6.1 R5.3.31
根絶に向けた実施計画の作成（母島属島全体） 主・環境省　副・東京都・小笠原村 R5.6.1 R6.3.31

BSによる低密度化手法の確立 環境省 R2.12.1 R4.8.31
空中散布手法の確立 環境省 R5.4.1 R7.3.31

地元説明 地元住民への説明 ・環境省・東京都・小笠原村 R5.4.1 R8.3.31

向島 BSによる低密度化・モニタリング 環境省 R2.12.1 R6.3.31
モニタリング（ネズミ） 東京都 R6.4.1 R8.3.31
殺鼠剤手撒き散布（大規模）＋BS等併用※冬季以外の散布も検討 東京都 R6.1 R8.3
BSによるモニタリング（根絶確認→再侵入監視） 環境省

平島 殺鼠剤手撒き散布（冬季） 小笠原村 R4.12.1 R5.12.31
BS設置・殺鼠剤充填 小笠原村 R4.12.1 R7.3.31
小属島　殺鼠剤手撒き散布（冬季） 小笠原村 R5.11.30 R5.12.31
小属島　BS設置・殺鼠剤充填 小笠原村 R5.11.30 R7.3.31
モニタリング（生息状況→根絶確認） 小笠原村 R4.11.1 R8.3.31
モニタリング（再侵入監視） 関係機関にて調整中 R8.4.1 R11.3.31

姉島・妹島 作業道の整備 環境省 R6.4.1 R11.3.31
モニタリング（ネズミ） 環境省 R6.4.1 R11.3.31
殺鼠剤散布（大規模）※冬季以外の散布も検討 環境省
BSによるモニタリング（根絶確認→再侵入監視） 環境省 散布実施後

姪島 作業道の整備 東京都 R6.1.1 R6.12.31
モニタリング（ネズミ） 東京都 R5.11.30 R8.3.31
殺鼠剤手撒き散布（大規模）＋BS等併用※冬季以外の散布も検討 東京都
BSによるモニタリング（根絶確認→再侵入監視） 環境省 R8.4.1 R11.3.31

【条件整理】
効率的な大規模散布

ヘリ・ドローンの活用のための条件整理 全機関での連携対応 (R5.4.1) (R6.9.1)

※1　実施主体以外の関係機関も連携して対応。
：東京都による事業期間 ※2　ネズミ残存が確認されている間は実施

（東京都はR7年度まで、姪島・向島についてネズミ対策を時限的に実施し、以後は環境省が対策を引き継ぐ） ※3　他島のネズミの状況、空散技術開発状況等によって実施時期を判断
※4　実施主体は関係機関にて調整中
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令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度タスク(親) タスク(子) 実施主体※1 開始 終了 令和4年度
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計画策定 根絶に向けた計画の作成（向島）※済 環境省 R4.6.1 R5.3.31
根絶に向けた実施計画の作成（母島属島全体） 主・環境省　副・東京都・小笠原村 R5.6.1 R5.12.1

技術開発 BSによる低密度化手法の確立 環境省 R2.12.1 R4.8.31

地元説明 地元住民への説明 ・環境省・東京都・小笠原村 R5.4.1 R6.10.1

BS等による対策（向島） BSによる低密度化・モニタリング 環境省 R2.12.1 R8.3.31
冬季殺鼠剤散布（大規模） 環境省
BSによるモニタリング（根絶確認） 環境省

BS等による対策（平島） BSによる低密度化・モニタリング 小笠原村 R4.12.1 R7.3.31
冬季殺鼠剤散布（大規模） 小笠原村
BSによるモニタリング（根絶確認） 関係機関にて調整中 R8.4.1 R11.3.31

BS等による対策 作業道の整備 東京都 R5.4.1 R5.11.30
（姉・妹） BSによる低密度化・モニタリング 東京都 R5.11.30 R8.3.31

冬季殺鼠剤散布（大規模） 東京都
BSによるモニタリング（根絶確認） 環境省 R8.4.1 R11.3.31

作業道の整備 東京都 R5.4.1 R5.11.30
BS等による対策 BSによる低密度化・モニタリング 東京都 R5.11.30 R8.3.31
（姪島） 冬季殺鼠剤散布（大規模） 東京都

BSによる低密度化・モニタリング 環境省
冬季殺鼠剤散布（大規模） 環境省
BSによるモニタリング（根絶確認） 環境省 R8.4.1 R11.3.31

【条件整理】
効率的な大規模散布

ヘリ・ドローンの活用のための条件整理 全機関での連携対応 (R5.4.1) (R5.9.1)

※1　実施主体以外の関係機関も連携して対応。
：東京都による事業期間 ※2　ネズミ撮影数ゼロにならなければ実施

（東京都は姉島・妹島についてはR7年度まで、姪島についてはR6年度までネズミ対策を時限的に実施し、以後は環境省が対策を引き継ぐ） ※3　向島でのネズミ類撮影数ゼロを実現した上で、リソースをH7より姪島等へ振り分ける
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